
承認第４号 

 

 専決処分事項の承認を求めることについて

 

　下記の事項について、緊急執行を要したので、地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別紙専決処分書のと

おり処分したので、同条第３項の規定により報告し、議会の承認を求め

る。 

 

記 

 

１　阪南市専決第６号（令和７年３月３１日専決） 

　　　阪南市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部

 を改正する条例の一部を改正する条例

 

 

　　令和７年６月１０日提出 

 

 

阪南市長　上　甲　　　誠　　 
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阪南市専決第６号 

 

専　決　処　分　書 

 

　下記の事項について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７

９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分する。 

 

記 

 

１　阪南市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を

改正する条例の一部を改正する条例 

 

 

　　令和７年３月３１日専決 

 

 

阪南市長　上　甲　　　誠　　
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　　　阪南市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例  

の一部を改正する条例の一部を改正する条例  

 

阪南市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改

正する条例（令和６年阪南市条例第３２号）の一部を次のように改正す

る。
 

第２条中第１５条の２の改正規定の次に次のように加える。 

第１７条第４項中「当該額に１００分の６を乗じて得た額」を「給与

条例第１５条の２第２項の規定の例により計算した地域手当の月額」に

改める。 

 

　　　附　則  

　この条例は、公布の日から施行する。
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阪南市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表 
 

改　　正　　後 改　　正　　前

 第１条　　　略 第１条　　　略
 第２条　阪南市会計年度任用職員の給与及び

費用弁償に関する条例の一部を次のように

改正する。

第２条　阪南市会計年度任用職員の給与及び

費用弁償に関する条例の一部を次のように

改正する。
 第１５条第２項中「、６月に支給する場

合には１００分の１２２．５、１２月に支

給する場合には１００分の１２７．５」を

「１００分の１２５」に改める。

第１５条第２項中「、６月に支給する場

合には１００分の１２２．５、１２月に支

給する場合には１００分の１２７．５」を

「１００分の１２５」に改める。
 第１５条の２第２項中「、６月に支給す

る場合には１００分の１０２．５、１２月

に支給する場合には１００分の１０７．５」

を「１００分の１０５」に改める。

第１５条の２第２項中「、６月に支給す

る場合には１００分の１０２．５、１２月

に支給する場合には１００分の１０７．５」

を「１００分の１０５」に改める。
 第１７条第４項中「当該額に１００分の

６を乗じて得た額」を「給与条例第１５条

の２第２項の規定の例により計算した地域

手当の月額」に改める。
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